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【出席者】 

区 分 氏   名 所 属 団 体 等 

委 員 長 横田 弘 北海道大学大学院工学研究院教授 

副委員長 内田 賢悦 北海道大学大学院工学研究院教授 

委  員 庄子 康 北海道大学大学院農学研究院准教授 

委  員 玉堀 ひろ子 玉堀司法書士事務所 

委  員 中津川 誠 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 

委  員 野呂 美紗子 (一社)北海道開発技術センター調査研究部主任研究員  

委  員  山本 忠男 北海道大学大学院農学研究院講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局(北海道)】 

 

 総合政策部政策局計画推進課長            石川 政宣 

 総合政策部政策局計画推進課主幹           諸岡 宏一 

 建設部建設政策局建設政策課政策調整担当課長     鈴木 邦明 

 建設部建設政策局建設政策課主幹           栗原 伸二 

 

                              ほか 
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１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１） 公共事業事前評価対象地区の審議について 

 

《 水産林務部所管事業について審議 》 

 

○横田委員長担当地区（審議地区） 

 

【水産林務部漁港漁村課】 

 調書番号 

「07-03 水産基盤整備事業（仙鳳趾地区）」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【山本委員】 

 アウトカムで係留施設の充足率が整備後に 82％になるということだが、これは新規

の漁業者も含めた率。何故、100％を目指さないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 地元との協議や漁港の現在の配置の中で約 80％の充足率であれば、現在不足してい

る部分の作業もいっそう効率性が図られ、特に陸揚げ作業や用地の利用に大きな支障は

発生しないという考えである。 

 係留施設についても、例えば 10隻での延長が 100％で 100mという計画にはなってお

らず、概ね 80％程度の充足率であれば、漁業生産活動に大きな支障がないということ

で計画している。 

 

【山本委員】 

 それは一般的なものなのか。ここの漁港だと 80％なのか。 

 

【漁港漁村課】 

 他の漁港も配置などを考えて、概ね 80％ぐらいの充足率で計画している。ここの漁

港もこの程度であれば、漁業活動上の支障も改善される。 

 

【山本委員】 

 わかりました。 
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【中津川委員】 

 仙鳳趾のカキは相当ブランド価値があると思うが、その割にはＢ／Ｃがあまり高くな

い。ブランド的なものとか経済効果を出すときに何か考えられている部分はあるか。 

 

【漁港漁村課】 

カキのブランド化により、経済効果としてどれくらいというようなものはＢ／Ｃには

盛り込んでいない。仙鳳趾のカキは大変評判がよく、一部品切れを起こす状況となって

いる。地元漁協の直販や地元の水産加工業者が率先してＰＲに努めているので、そうい

った意味では効果はあると思うが、それを便益として反映したものにはなっていない。

今後もカキの新規着業が見込まれるので、更なる効果が図られると考えているが、ブラ

ンド化に関して数値化した便益は盛り込んでいない。 

 

【中津川委員】 

 漁業機会の増大というのが便益としてあるが、１回出漁したら、いくらぐらい漁獲高

があるということではないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 例えば、港の入り口の波が高くて沖に出られない状況が、防波堤を整備することによ

って航路の波が低くなって安全が確保されることにより、出漁日数が多くなるという便

益は算定に入っている。 

 

【中津川委員】 

 出漁機会が増えることにより便益が生まれてくるということだが、その便益は漁獲高

から算出するとかそういうことではないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 漁獲高の部分は当然反映されるが、ブランド化が進んでというものではない。 

 

【中津川委員】 

 通常のカキの単価で算出しており、ブランド化ということでは算出していないけれど

も、多分それ以上のものが見込めるではないかという理解でよろしいですね。 

 

【漁港漁村課】 

 そうです。 

 

【内田副委員長】 
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 調書に記載されている事業費の負担割合だが、どのように見るのか。例えば国だと外

郭・水域 70というのはどういう意味なのか。 

 

【漁港漁村課】 

 外郭・水域の場合、国の補助率が７割。道が３割の負担。市町村は負担がないという

ことである。 

 

【内田副委員長】 

 国は全体の半分を負担しているのではないのか。0.5になるのではないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 整備する施設によって国の補助率が違っており、外郭・水域は７割、係留施設は６割、

輸送、道路や用地の整備は 55％。国の負担割合を施設ごとに表示している。 

 

【内田副委員長】 

 30億のうち 20億の割合でなく更にその内訳の割合ということか。 

 

【漁港漁村課】 

 金額はトータルでの表示となっている。 

 

【横田委員長】 

耐震強化については、レベル１地震動に対応するということか。 

 

【漁港漁村課】 

 そうです。 

 

【横田委員長】 

対象地震動はレベル１地震動となるが、レベル１地震動を考慮するのは当たり前であ

り、これによって耐震化というのはどうか。レベル１地震動を考慮しない土木構造物は

無く、通常は必ず地震を考慮する。 

レベル２ぐらいをやるのかと思っていたが、そうではないのか。設計地震動が上がっ

たということか。 

 

【漁港漁村課】 

 耐震強化については、今回、岸壁のみの対策を行うが、事前調査の段階でレベル１地

震動に対する安定度を調査している。その結果、外郭施設については現状の形状でＯＫ
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であった。 

岸壁については、レベル１地震動における国の指標では、通常用いる値と更に超過し

た値という２種類の基準値があり、今回は、超過した基準値により整備を進めていくと

いうことである。 

 

【横田委員長】 

 普通の港湾では 50 年確率波で設計するが、その場合、レベル１地震動は波力に比べ

て圧倒的に小さく、それを考慮しなくても断面に全然影響ないが、漁港はそういう訳で

はないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 そうです。 

 

【横田委員長】 

 30年確率波より小さいということか。 

 

【漁港漁村課】 

地域により波の高いところと低いところがあり、まれに地震動の方で決まる場合があ

る。 

 

【横田委員長】 

 津波については、ここは関係ないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 津波についても被覆ブロックが飛ぶかどうかの調査を実施している。 

 

【横田委員長】 

わかりました。 

 もう一つ、航路・泊地の静穏度 40cmについて。静穏度というと普通、年間 40cm以内

を確保できるのが 365日のうち何％という表記になると思う。100％、40cmをいつも確

保できる訳ではないということ。 

港湾では年間静穏度 95％が目標で、5％は超えても仕方がないという考えだが、漁港

はそのような考えではないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 北海道では、そのような表現はしていない。今回の例でいうと、30年確率波の波が来
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たときに港内が 40cm保たれるかという評価をしている。 

【横田委員長】 

30年確率波で 40cmを超えないという考え方。その辺ちょっと違いますね。 

 

【漁港漁村課】 

 港湾の考え方も勉強しているが、少し違いがある。 

 

【横田委員長】 

 そうすると 40cm 以下を 100％確保できるということですね。設計上は、設計波を超

える波は来ないという考え。わかりました。 

 

【内田副委員長】 

 漁港内では静穏化されているが、港の外側では波高が高くなっていて結局漁船が出ら

れないということはないのか。漁港メインの静穏であれば、一度出てしまうと多少波が

あっても漁業機会が増えるという計算で波高の高いところは漁船の航行上問題ないの

か。 

 

【漁港漁村課】 

30 年確率波がかなり大時化の状況なので、漁船は港内に係留されている状況。そう

いう波の時に沖に出ることは通常ない。 

現況では、時化になると港内の静穏が悪くなるが、整備後は波高が抑えられて安全な

係留ができる形になっている。 

 

【内田副委員長】 

その便益は入っているのか。 

 

【漁港漁村課】 

 入っている。 

 

【中津川委員】 

現況港形と将来港形は、同じ外力を与えているのか。港の整備によって港外の波高を

上げているように見えるがどうか。 

同じ外力を与えて港の中は静穏になっているが外側の波が高くなっているが。 

 

【漁港漁村課】 

構造物のシミュレーションの数値の中では、防波堤から越波してくるものが解析上考
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慮されている。また、廻り込む波もあり、構造物を造ると港内静穏には良いが、港外に

対しては反射の影響が多少なりとも生じ、周辺の波高が若干悪くなるものと思われる。 

しかし、30 年確率波という出漁できない状況のため、港外が悪くなっても操業には

支障がないと考えている。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○横田委員長担当地区（専決地区） 

 

【水産林務部漁港漁村課】 

 調書番号 

「07-01 水産基盤整備事業（イタンキ地区）」 

「07-02 水産基盤整備事業（白糠地区）」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【横田委員長】（補足説明） 

説明のあった２地区については、先ほどの仙鳳趾地区と内容はほとんど同じで、違う

のは両方とも衛生関係施設を整備することであるが、事業の目的についてはほとんど同

じというものである。登録漁船数、組合員数、陸揚量などを工事費内訳に記載している

が、Ｂ／Ｃは、それぞれ 1.26と 2.10ということから、事業を行うことは妥当と評価し

た。 

 

≪ 質 疑 ≫ 

 

【玉堀委員】 

 アウトカムのところで、衛生管理体制下で水揚げされる水産物の割合が現状 0％とな

っているが、そんなに悪いのか。 

 

【漁港漁村課】 

漁業者レベルでは、例えば漁獲物にシートを掛けるなど対応をしており、全く対応を

していない訳ではない。ただ、今そういう形の施設整備で具体的にやっているかという

意味合いから言うと、こういった表示になる。表示の仕方も今後検討していかなければ
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ならないかと思う。 

 

【玉堀委員】 

感覚的にはそうした状態のものを食べているのかという感じになるが。 

 

【漁港漁村課】 

そのようなことはない。屋根をかけることによって衛生管理の意識がもっと高まるこ

とはあると思う。 

 

【玉堀委員】 

 漁港は、屋根付きが標準型になりそうですね。 

 

【漁港漁村課】 

 拠点の漁港については、そういう形になる。 

 

【玉堀委員】 

そうした見方なので、０にしているということか。 

 

【漁港漁村課】 

実際、今そうした施設は今のところないので。 

 

【横田委員長】 

 表示のルールに従うとこうなるということ。 

 

【中津川委員】 

 イタンキ漁港について、必要性のところで静穏度が悪くて出漁できないとか他の港に

避難するとの記載があるが、頻度はどのくらいか。整備することによって０にするのか。 

 

【漁港漁村課】 

 外防波堤は透過式といってブロックを積み込んだ構造になっている。直接港内に波が

入ってくるため、安全に係留しておけず、場合によっては他港に避難するという実績も

ある。これを改良することにより、他港への避難を０にする。 

 

【中津川委員】 

 年間の回数などはカウントしているのか。出漁機会の向上というのが便益に上がって

いるが。 
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【漁港漁村課】 

 近隣の漁港に比べて１割程度出漁日数が前よりも増えるということで費用対効果を

算出している。 

 

【中津川委員】 

 増えるという推定か。 

 あと外防波堤を造ることにより、先ほどの仙鳳趾と同じように悪影響を及ぼすような

検討はしているのか。 

 

【漁港漁村課】 

漂砂のシミュレーションは近隣に鳴き砂のイタンキ浜もあることから、シミュレーシ

ョンを実施している。 

 

【中津川委員】 

防波堤を造ることによって、問題のない状態を逆に悪くしているということはないの

か。 

 

【漁港漁村課】 

そういったシミュレーションを実施した上で大きな影響はないと判断している。特に

砂の影響があることから、そういう部分のシミュレーションを実施している。 

 

【中津川委員】 

 それは問題ないのか。 

 

【漁港漁村課】 

 問題はない。 

 

【横田委員長】 

 海水交換の感じからみるとどうなのか。港内が汚くなるとか。 

 

【漁港漁村課】 

 静穏と海水交換というものは相反するので、影響がないとは申し上げることはできな

いが、それに対して漁業活動で大きな支障となるとは考えていない。 

 

【野呂委員】 
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 イタンキ地区で屋根付きにする主な目的は、就労環境対策と安全・衛生面の確保とい

うことだが、イタンキ地区以外にもスケトウダラの刺網漁業をやっている地区があると

思う。ここの地区が非常に過酷だということか。 

 

【漁港漁村課】 

 スケトウダラ漁業は、厳冬期の 11 月から 2 月ぐらいまで操業するが、陸揚げ後は、

岸壁上で網外し作業を行っている。冬期間なので、屋根がかかっていない場所は野天に

さらされている状況である。近隣では登別漁港でスケトウダラの水揚げ・網外し作業を

行っている。スケトウダラ漁業の時期は環境的に大変厳しく、そういった中で衛生管理

面を含めて就労環境面を改善していくこととしている。 

 

【野呂委員】 

 周辺の同じような漁業をしている地区でもこのような改善を進めていくのか。 

 

【漁港漁村課】 

スケトウダラ漁業をメインとしている登別、白老には港湾があり、苫小牧でも港湾に

屋根が整備されたが、そうした地区は同じ環境でやっているので、今後、同様の計画が

出てくる可能性はある。 

 

【野呂委員】 

今後は、こうした屋根をかける事業を柱にして進めていくという考えで良いか。 

 

【漁港漁村課】 

 衛生管理の部分は道として進めようとしている。そういう取組は積極的に進める考え。

イタンキ地区は就労環境がメインになったが、環境的にはかなり厳しい地区もあるので、

要望がでてくれば検討していかなければならないと思っている。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該２地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

《 建設部所管事業について審議 》 

 

○横田委員長担当地区（審議地区） 
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【建設部道路課】 

調書番号 

「08-04 釧路空港インター線（仮称）」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本委員】 

 交通量についての説明がよくわからない。前提として、釧路市街地と空港間の交通の

ことなのか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。釧路市街地と空港間の交通を例に釧路空港インターチェンジが整備されていな

い状況と、整備された状況についての説明。結果的に釧路空港インターチェンジの利用

台数は２５００台となる。 

 

【山本委員】 

 わかりました。 

 

【中津川委員】 

 代替案に関して、道東道は国が整備するので、インターチェンジも国で施工するとい

う考え方はないのか。 

 

【建設部道路課】 

 札幌側に阿寒インターチェンジがあり、釧路側に釧路西インターチェンジがある。こ

の間が１７キロとなっており、この２つは国が定めた政策インターとなっている。以前

は、国ではインターチェンジ間を１０キロ程度、現在は５キロ程度を目標に整備を進め

てきたが、その政策インターに対して新たに増やす場合には、追加インターチェンジと

いう形で、地元自治体が整備するしかない形となっており、釧路西より街中では、釧路

市が主に利用するということで、釧路市主体で１箇所整備されている。今回の案件につ

いては、空港アクセスであり広域性があるということで、北海道が事業主体となり、追

加インターチェンジを設置したいと考えている。 

 

【中津川委員】 

 わかりました。 
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 インターチェンジの形状のダイヤモンド型は、金額やアクセスの形態等を色々と検討

した結果、これが良かったということか。 

 

【建設部道路課】 

 様々な型を比較している。今回採用のダイヤモンド型は、真ん中に存在する道道に接

続できる形となっている。クローバー型は分離できるが延長が長くなるため費用が高く

なる。Ｙ型も１箇所から繋げる利便性はあるが延長が長くなることから、それぞれ費用

がダイヤモンド型の１１億に対して３５億、３０億となるので、今回はダイヤモンド型

を採用した。 

 

【中津川委員】 

 わかりました。 

 

【内田副委員長】 

 山花鶴丘線も一緒に作るということか。 

 

【建設部道路課】 

 山花鶴丘線は、既存の道路。平成１７年でも４５００台通っている。 

 

【内田副委員長】 

 インターの位置を決めた根拠は何か。 

 

【建設部道路課】 

 道道で空港に繋がっているのが釧路空港線、途中から山花鶴丘線という形で、直結し

ているので、道道とを結ぶ交点ということで決めている。 

 

【内田副委員長】 

 例えばそのアクセス道路を、道道以外にするというのはだめなのか。もう少し阿寒よ

りにインターチェンジを作ることはできないのか。 

 

【建設部道路課】 

 可能だが、推計の交通量に耐えられるものを作るとなると、接続道路の改築費も嵩む

ため、今回の案が一番安価であると考えている。 

 

【山本委員】 

 阿寒インターと釧路西インターを計画する際、すでに釧路空港はあった。なぜ空港ア
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クセスをその段階で考えなかったのかというのが一つの疑問。もう一つ、必要性の説明

について、インバウンドの話をまず最初にされているが、それよりも、人命の方が先で

はないか。順番が変に感じる。観光客の利便性も確かにあるが、それよりも、そこに住

んでいる人が一番だ。その必要性の順番はどうなのか。一つ聞きたいのは、救急搬送に

ついて、現在、釧路市内の高次医療施設はどこにあり、どれくらい時間がかかっている

のか。このインターチェンジができることによってどれくらい変わってくるのか。 

 

【建設部道路課】 

 高次医療の施設は街の中に点在しており、消防署は釧路市の西側にある。往復を考え

た場合、空港周辺から元々５０分だったのものが４２分に８分短縮される計画になって

いる。 

 

【山本委員】 

 その８分で何がどう変わるのか。１分でも早く運びたいということはわかるが、８分

短縮することによって、極端な話、死亡率がどれだけ変わるものなのか。 

 

【建設部道路課】 

計算だと８分短縮により死亡率が９０から８０％、１０ポイント下がる。 

 

【山本委員】 

 その値をどう考えるか。 

 

【建設部道路課】 

 命に関わることであり、減少傾向にあるので、効果があると考えている。 

 

【山本委員】 

 わかりました。命に関わることなので、それを金額に換算するのかという批判もある

のかもしれないが、実際は問題にしないといけない。 

 

【建設部道路課】 

 はい。 

 

【山本委員】 

 これが、９０％が８９％だったらいらない、その１％の違いは、どういうふうに判断

されるか。もし１％救命率が下がる場合、多分感覚的には、そういう道は要らないと思

われる。では１０％救命率が変わる場合、私はそれでもこの道路を作る費用のことを考
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えると、この１０％はそんなに大きいものなのかと感じる。これが３０％違うのであれ

ば大幅に改善されるわけで、必要性を感じるが、救急搬送でこの１０％の違いは、これ

だけの金額をかけて、十分な説明になるのか。また、救急車は必ず街中から出るのか。 

 

【建設部道路課】 

 想定しているのは釧路西署からの発着で、往復で換算している。 

 

【山本委員】 

 空港界隈には救急車はいないのか。 

 

【建設部道路課】 

 一番近いのが釧路西署。 

 

【横田委員長】 

 この件について何か意見はあるか。 

 

【玉堀委員】 

 難しい。この地区は人口が少ない。出してもらった将来的な数字は１２年後だが、そ

の時においても、地区において施設が今のところで存在しているのかどうか疑問に思う

点もある。利便性は高い点はありますね、空港から降りたらすぐ高速に乗れるので利便

性は高い点はあると思うが、それに見合うだけ人が、インバウンドはいいが、地域住民

の利用という面で、少ない人口のために費用を出すことについて躊躇する面はある。だ

が空港とアクセスが良いところは非常に大きいメリットなので、迷うところだ。 

 

【建設部道路課】 

 山本委員から防災第一という話もあったが、空港周辺地区の住民は現在３２０人で、

交通量推計的にはこういうところも考えた量で、平成４２年になっても、インターの利

用者は２５００台あるという計算を考えて、必要性という部分では合わせて考えている。 

 

【中津川委員】 

 インバウンドとか観光とか言う前に、地元が、釧路も１８万人くらいいるので、地元

の人の経済活動や、生活に、こうした良いところがあるとアピールできないのか。 

 

【建設部道路課】 

 防災のことか。 
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【中津川委員】 

 救急医療ではなく、経済活動。空港を使って札幌に行く等。 

 

【建設部道路課】 

 当然、釧路が一番大きい人口なので、釧路から札幌への移動では使っていただけるが、

あくまでも空港アクセスの話になってしまう。 

 

【中津川委員】 

 アクセスをよくすることによって、活性化させることもあるかもしれない。そうした

ことが全然見えてこない。 

 

【建設部道路課】 

 直接、地元かどうかわからないが、防災の観点で行くと、空港ビルが避難所になって

おり、先程説明したが、釧路市内は津波浸水予測では浸水区域がかなり広い範囲になっ

ている。元々、道東道は１メートルで作る予定だったが、津波の関係で国が平均で５メ

ートルに嵩上げし、浸水しても大丈夫な法面保護を施工する予定となっており、防災拠

点間を結ぶという意味では釧路市にメリットがある。 

 

【中津川委員】 

 防災という意味では強調されているのはわかる。その他に経済活動、道内の人間の行

き来等の部分についてすごく良くなるみたいなことはないのか。そこはあまりメリット

がないということで、説明に出てこないということか。 

 

【建設部道路課】 

 物流についてということか。 

 

【中津川委員】 

物流というか、空港だから物流はあまりないかもしれない。人の行き来等、ないと言

うなら仕方がない。それはあまり過大に書く必要はない。 

 

【建設部道路課】 

 水産物では効果は多少あるが、大きく物流という点では出していない。全国屈指の水

揚げ量を誇る釧路や根室港で水揚げされたさんまが道外に運ばれ、朝採れたものがその

まま東京に出荷されるというパターンがある。ただ量的には全国に対して、釧路は、気

仙沼、根室に次いで第３位なので、説明していなかった。また、時期的なものになるが、

８月、９月は量が多く、生さんまの輸送が取扱いで約７０００キロぐらいあるような状
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況にはなっている。 

 

【野呂委員】 

 適切性のところで、「追加インターチェンジとしての整備効果は広域的であることか

ら、道道として認定し北海道が事業を実施する」と書いてあるが、整備効果が広域的で

はなく釧路市に限定なものであれば、道は事業を行なわないということか。 

 

【建設部道路課】 

 釧路市の街中でも釧路中央インターを作っているが、そちらは釧路市で整備した。 

 

【野呂委員】 

 釧路市だけではなく、観光面等の釧路市だけではないメリットもあることを説明する

資料を組み込んでいるという印象があった。それを全面的に出しているのは、釧路市だ

けのメリットではなく、道東全域等への観光があるので、道として事業を行いたいとい

う考え方か。 

 

【建設部道路課】 

 はい。広域観光周遊ルート、「アジアの宝、悠久の自然美」も、広域で上川、オホー

ツク、釧路、根室と、各振興局の所管エリアが合わさっているもの。ルート的にも釧路

鶴居弟子屈線などを通って鶴居側から着いたり、釧路方面から上川、オホーツクの方に

行くという利用が考えられる。 

 

【野呂委員】 

 釧路市から提案があったが、一番の設置理由は、必要性の一番に書かれている観光道

ということか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 今回、事業区間０．９キロ整備した場合、インター線は国ではなく道で管理するのか。 

 

【建設部道路課】 

 はい。整備した区間は管理も行なう。管理手法としては、今後の維持管理の協議にな

るが、国に管理委託することも考えられるとは思うが、管理自体は北海道の道道として

の管理になる。 
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【野呂委員】 

 事業化した時に考慮していただきたいのは、この辺りは鹿の交通事故の多い地域であ

るので、インター等の開口部ができると当然そこは出入り口にもなるので、その対策は

しっかりとしていただきたい。 

 

【建設部建設政策課】 

 通行時間短縮便益にどういうものを見込んでいるか、どういう考え方か説明をしてく

ださい。 

 

【横田委員長】 

 これができると何分、時間が短縮されることで計算されているのか。 

 

【建設部道路課】 

 ５分短縮されると想定している。 

 

【横田委員長】 

 ５分しか短縮されない。 

 

【内田副委員長】 

 計算の仕方としては、そのＯＤ間の交通量、全部が５分短縮されて、それが享受され

ると考えていると思う。マニュアルではその時間短縮だけみると経済効果が全て入って

いることになるので、そこの３５億が経済効果の総量になる。そこに入っていないのが、

多分災害と人命の価値だと思う。走行時間短縮便益をどう評価するかということが基本

的には経済の便益担当になる。 

 

【横田委員長】 

 今までの説明を聞いていると、本当にＢ／Ｃが３．６５かと気になった。 

 

【横田委員長】 

事業の効果をもう一度整理をして説明していただきたい。便益のカウントの仕方や、

先程の山本先生の意見の１０％の評価の考え方。この事業自体を否定しているわけでは

ないが、そこを明確に示していただくといいという気がする。この事業については意見

をそれで付けるということで、後ほど詳細を聞きたい。 

 

【内田副委員長】 
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 今、説明された交通量はその道道の交通量だけ示しているが、トータルの交通量がど

れくらいあり、それに対して５分短縮されていることが見えづらかったので、便益が大

きいのではないか。 

 

【建設部道路課】 

 ５分短縮するのは、道東道を利用する車。便益は一般道から高速道路に転換すること

によって一般道が若干空く。そういう便益もカウントしている。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【横田委員長】 

 当該地区の対処方針については、「保留」とし、改めて整理する。 

 

 

○横田委員長担当地区（専決地区） 

 

【建設部道路課】 

調書番号 

「08-03 道路改築事業費 モアショロ原野螺湾足寄停車場線」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 議 》 

 

【横田委員長】（補足説明） 

 こちらは、防災と観光の話で説明を受けたが、メインは防災になるということで、目

的がはっきりしていると思い、専決地区とさせていただいた。事業要望を行なうことは

妥当ということで私は判断した。 

 

【野呂委員】 

 オンネトーは観光的にも地域としての魅力があり、かなり重要視している地域である

のか。 

 

【建設部道路課】 

 路線周辺には、温泉宿泊や登山口があり、交通量も我々の推計では約６００台見込ん

でいる。また阿寒の周遊ルートで言うと、やはりここも「阿寒摩周国立公園満喫プロジ

ェクト」関連があり、一連の周遊という部分では、効果について支援できていると考え
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ている。 

 

【野呂委員】 

 道として作っていくのは妥当だと思う。必要性の満喫プロジェクトについては現在、

他も選定されているはずなので、評価調書の記載を変えた方が良い。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○全員評価地区 

 

【建設部道路課】 

調書番号 

「08-02 道路改築事業費 熊牛御影線」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【玉堀委員】 

 ヒアリングの時よりも、生活道路という視点で細かくリストアップできてきたので、

必要性はわかった。 

 

【横田委員長】 

 橋脚を２つ同時に施工できない理由は何か。 

 

【建設部道路課】 

 詳細な河川協議は進めているところだが、阻害率があり、複数の仮設物を設置すると

河川の断面を侵してしまい、川の流れを阻害してしまうため。 

 

【横田委員長】 

 既存の橋脚を撤去するのは新橋が完成してからなのだから、今ある橋脚と更にもう１

個の橋脚で、倍ある時期もある。それを、仮設だけでそんなに面積をとるものなのか。 

 

【建設部道路課】 

 今の橋梁と新しい橋梁が近いと、元々ある橋脚の阻害の面積と、新しい面積が加算さ
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れるが、当該橋梁は基準径間長以上離れているため、新橋のみの阻害面積で協議してい

る。 

 

【横田委員長】 

 平成３９年の供用開始時点では橋が２本できている。施工の途中で２本同時に作って

仮設を付けたくらいであれば、最終断面に比べれば阻害率は全然小さいのではないか。 

 

【建設部道路課】 

 できあがった橋脚というのは、川に出ている部分は細い形だが、逆Ｔ型といって基礎

形状が下で広がるため、仮設の囲いは広くなり、更に矢板を打つことで阻害幅が広くな

る。 

 

【横田委員長】 

 この次の審議で、内田副委員長担当で橋の架け替えが出てくる。同じ十勝で。２つ並

行に事業を行なわないで、片側を先に完了してから次にもう片方を施工した方が、私と

しては効率的なのではないかと思った。十勝橋は既に床版が落ちているので、今後１０

年間、新橋を作っている間にまた補修をしなければならない可能性が出てくると思うと、

アンノウンな費用が多くかかる可能性がある。事業をじっくりやればやるほど仮設の費

用もかかると思う。しかも住民は早く橋を架け替えてと言っているのだから、集中投資

して、５年で終わらせて、もう片方を施工すれば良いのではないかと思ったが、それは

できないか。２つの事業を１つに集中するだけなので、予算は変わらないはず。 

 

【建設部道路課】 

 河川条件で、出水期ではなく、冬期の非出水期、川の流れが一番ゆるい冬の施工とな

る。また、橋脚は１箇所ずつという条件が現状では付けられている。 

 

【横田委員長】 

 河川管理者と協議することは難しいのか。 

 

【建設部道路課】 

 なるべく１年でも早く完成させたい気持ちはあるが厳しいと思っている。 

 

【横田委員長】 

 なぜ厳しいかが今一つわからない。はっきりしないが、専門家の方が言うのなら。 

 

【内田副委員長】 
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 どういう問題なのか。漁協が意見を言うのか。 

 

【建設部道路課】 

 河川の阻害率。面積を増やすと、河川が増水した際に河川断面を侵す面積が大きいと

いうことで流木等が流れてきた場合に問題となる。 

 

【横田委員長】 

 瞬間、ダブルになっている時がある。例えば初年度に２つ橋脚を施工しても、河川の

阻害率は平成３９年のときよりも少ないはずだと思うが。 

 

【建設部道路課】 

 そこよりは多くなる。 

 

【横田委員長】 

 仮設はそんなに大きい阻害をするのか。 

 

【建設部道路課】 

 中で作業するため橋脚と同じ大きさでは作れない。また、水が入らないように締切が

いるので、構造的には大きくなる。 

 

【中津川委員】 

 河川協議で、何とかなるところはあるのか。 

 

【建設部建設政策課】 

 なるべく早めに完成するよう検討はするが、約束はできないといったところ。 

 

【山本委員】 

 一番出水の少ないときに施工するのであれば、冬に洪水はあまりない。全くないとは

言わないが。その時期であればできるのではないか。 

 

【建設部道路課】 

 その時期しか工事はできない。 

 

【山本委員】 

 その時期に２本作ることはできないのか。 
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【建設部道路課】 

 そこも、阻害率という条件があり、冬だから何をしてもいいということにはなってい

ない。 

 

【山本委員】 

 では替わりに流水を確保するということはできないのか。 

 

【建設部道路課】 

 築堤を大きくし、二重締切などが想定され、他人の用地を借りてとなると、大規模に

なってしまう。現状の敷地の中で施工することを考えると、限られた河積の中で仕事を

していくことになる。 

 

【山本委員】 

 先程、委員長が言っていたが、２つの事業を並行ではなく片方に集中するということ

はできないのか。 

 

【建設部道路課】 

 どちらの橋梁も老朽化しているため、最速で施工したとしても、この橋の完成は９年

目となる。 

 

【建設部道路課】 

 工期については詰めなければいけないが、倍の予算があれば工期が半分になるという

話にはならない。 

予算的には早く完成させることはできるかもしれないが、河川条件がある。低水路や

高水敷といった施工場所や出水期や非出水期といった施工時期によって作業条件が異

なり、そこを、先程言ったように橋脚の２、３個を同時に施工するとなると、河川管理

者の同意が得られないことになる。 

 

【横田委員長】 

 わかりました。 

 

【建設部道路課】 

 どちらも地域の要望もあるので、早く完成したいという気持ちはある。今後、また詳

細設計を実施する中で、短縮ができることがあれば検討したい。 

 

【横田委員長】 
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 できるだけ早く完了するような方策をぜひ考えてください。既に１ヶ月くらい通行止

めを行なっている。また同じことが起きないようにしていただきたい。 

 

【山本委員】 

 前回、現地に行ったときには、下流側に新橋を作るという話ではなかったか。また、

古川橋という話ははじめて聞いた。 

 

【建設部道路課】 

 新橋は下流側になる。 

 

【野呂委員】 

 古川橋の話を前回は私も聞いていなかった。前回の資料を持ってきたので見たが、予

定していたルートも違う感じに図面では見える。再検討されたのか。 

 

【建設部道路課】 

 比較する上で、あまりにも分断している用地等があり、明らかにこれは検討すべきだ

ということで再整理させていただいた。 

 

【野呂委員】 

 再整理の中で古川橋を現状のまま使う案も含めて再検討したのか。 

 

【建設部道路課】 

 縦断及び平面線形を考慮すると、最短で擦り付けても古川橋が支障になってしまう。

線形を比較した中で、一番この案が安価ということになった。 

 古川橋自体は大きくはないが、河川の扱いであるため、橋梁形式ということになって

いる。 

 

【横田委員長】 

 整理していただき、事業の目的が分かりやすくなったと思う。工事については、工期

の短縮に努めてくださいという付帯意見まではつけないが、そう言わせていただき、事

業要望は妥当ということでよろしいか。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 
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○内田副委員長担当地区（審議地区） 

 

【建設部道路課】 

調書番号 

「08-01 道路改築事業費 上札内帯広線」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 審 議 》 

 

【内田副委員長】（補足説明） 

 この地区は、ヒアリングで説明を受けたときは少々問題あると思ったが、その理由と

いうのが、第１号橋という橋がすぐ隣にあり、そこも合わせて架け替えるのではないか

ということで、現地を見に行った。現場を見に行くと、やはり第１号橋もかなり古く、

一緒に施工したいということが伝わってきた。第１号橋は対象ではないがなぜ架け替え

る必要があるのか現場で聞いたところ、実は複数の架け替えの代替案が検討されており、

経済性の面等により、第１号橋をどうしても架け替えないと上札内橋の架け替えができ

ない。今、適用されて線形は決めているが、それを考えると、ここはどうしても一緒に

やらざるを得ないということで、私は疑問が解けたので、妥当であると判断している。 

 

【玉堀委員】 

 この橋の必要性は、先程の案件と同じ。また、カーブの間合いが案の無理のない流れ

が決め手と思う。これで進めるしかないし、この橋を除くと、両側は移動するにはあま

りにも遠過ぎる。必要性については申し分ないと思う。 

 

【中津川委員】 

 スパン割りだが、札内川は土砂の移動が激しく、澪筋が変化する。今後の河川協議で

橋脚を減らす等の話は出てこないのか。 

 

【建設部道路課】 

 今の低水路部分についても、ある程度スパンは飛ばしている。 

 

【中津川委員】 

 高水敷のところは土砂に入っている。だがそこの土砂が移動して澪筋になる可能性が

あるかと、私も現地は行ったことはあるが覚えてないので、どうなっているのか。 
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【建設部道路課】 

 災害があった時に、澪筋が移り、高水敷の部分が洗掘している。今後、河川協議で、

もう少し根入れを深くした方が良い等の具体な協議を進めていきたいと思っている。た

だコストの部分もあるので、飛ばしてしまうとどうしてもコストが高くなってしまうと

いうこともある。 

 

【中津川委員】 

 現場の状況に応じて対応を求められる可能性もあるが、もちろんコストを抑えていた

だきたい。 

 

【建設部道路課】 

 そこは経済的に施工していきたいと思うが、やはり河川との協議がある。橋脚の数に

ついても、詰めていかなければいけないと思う。 

 

【中津川委員】 

 ２年前の洪水の時は、この辺りはだいぶ変化したのか。 

 

【建設部道路課】 

 Ｐ３からＰ６の侵食が目立つ。今まではＰ６の箇所があまり掘れていなかった。今回

災害があり、端に澪筋が移動した。 

 

【中津川委員】 

 今はＰ３からＰ６の辺りが危ないのか。そこに橋脚を入れるときに、もう少し根入れ

を深くすることはあるのか。 

 

【建設部道路課】 

 河川協議等で所定よりもう少し深くするよう指示があれば対応する。今後も災害に強

い道路は作らなければならないと思っている。 

 

【中津川委員】 

 コストは増えていく。 

 

【建設部道路課】 

 ある程度は、しかたがないと考えている。 
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【横田委員長】 

 非常に重要性の高い橋梁の架け替え工事だと理解したので、要望どおり進めるという

ことで、どちらもぜひ早く完成する方向でぜひ検討いただければと思う。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○内田副委員長担当地区（専決地区） 

 

【建設部都市環境課】 

調書番号 

「08-09 都市計画街路事業費 ３・４・２中央通」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 議 》 

 

【内田副委員長】（補足説明） 

 私がここで感じたのは、通常このような街路を整備するときの効果として、交通事故

減少便益が他の２つの便益を上回ることは、かなり少ないということ。走行経費減少便

益が大きくなっており、小学校が側にあり、その子供たちを守る上でも必要性が高いと

考えている。また、現在の便益計算では反映されていないと思うが、周辺地域の開発等

があるので、そのようなことがわかってくるともっと効果が大きくなるのではないかと

いうことを踏まえながら、私としては妥当と判断している。 

 

【横田委員長】 

歩道は両側に必要か。必要ならその理由を簡単に説明いただきたい。 

 

【建設部都市環境課】 

 道路の両側に家屋があり、小学校や役場が逆側にしかないが、この逆側の小学生中学

生もここを利用するため、両側必要と考えている。 

 

【横田委員長】 

 通常であれば、平面道路であり、それほど費用は高くないから両方整備しても良いと
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いう話だが、ここは土地買収費が多くかかっている。事業費の８割くらい。そこを減ら

すことが最も効果的だとすると、片側だけで良いのではないかと思う。人通りは多いの

か。 

 

【建設部都市環境課】 

 人通りはけっこうある。現況では両側とも歩道がなく、車道を通行している。また、

都市計画道路のため、この道路の起点側の道路も既にこの断面でできていることもあり、

一連で人が歩くということで、この区間は必要だと考えている。 

 

【横田委員長】 

 用地買収は円滑に行きそうか。 

 

【建設部都市環境課】 

 隣接する起点側の事業は終わったばかりだが、その時も特に問題はなかった。役場も

協力的であり、地元も協力的な体制だと思われる。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○全員評価地区 

 

【建設部河川砂防課】 

調書番号 

「08-08 ダム再生事業 佐幌ダム」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本委員】 

 事業の必要性は、治水効果を高めるということですごく理解できる。今回、既設ダム

を嵩上げするわけだが、それにより、万が一、洪水になった時に、嵩上げ部分が機能せ

ずに崩れることはないのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 そうした点には十分配慮して、建設をしてまいりたいと思っている。 

 北海道として、過去に新中野ダムの嵩上げを実施しており、今もきちんと機能してい

る。 

 

【野呂委員】 

 ダムの再開発と河道の整備で、今回の事業自体はダムの再開発の方かと思うが、佐幌

川の河道整備の事業化はどのような状況なのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 佐幌川については、十勝川に合流している川で、流量的に今より大きくなるため、十

勝川の整備状況を踏まえて今後検討していかなければならないと思っている。現段階で

はすぐに事業を実施するという話ではない。 

 

【中津川委員】 

 先程の山本委員の質問にも関係するが、費用の算出は、単にコンクリートの単価にボ

リュームを掛けるということではなく、今までとは違った施工をする、そうした部分の

割り増しもきちんとカウントされているのか。また、水位を上げるため、周辺の地質や

地すべり等、影響があるかもしれないので、そのような地質調査、他にも現地を見に行

ったとき、鷲鷹の猛禽類も多かったため、環境への影響等、全部もろもろ考えて、コス

トを出して、このような事業費になっているのかどうか、或いはそれが考えられていな

いとすると、さらに増額となるため、その辺りの見通しはどのように考えているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 嵩上げによる割り増しについては、現在、国でも同じような事業を行なっていること

と、また、過去に道で新中野ダムを嵩上げた事例もあるため、諸々含め、今の算出とし

ている。また、既設ダムを作ったときの実例から言うと、地すべり自体がない。ただし、

水位が上がるので、地すべりではない箇所が滑る等も考えられ、そのような費用のほか、

環境調査においてもダムがあるところには猛禽類は大抵はいるものなので、そうしたも

のにかかる費用は計上している。 

 

【内田副委員長】 

 事業費が１３０億円で、効果分析のところで現在価値化するとだいたいその半分くら

いになるという。こんなに変わるものなのか。 

 

【建設部河川砂防課】 
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 今回の事業費である１３０億円に対して、事業効果の建設費６３４億円が大きく見え

るということか。元々、既存ダムがあるため、その分について現在価値化を行い計上さ

れている。 

 

【内田副委員長】 

 流域人口の推移は、便益計算されているときは現在の人口で算出していると思うが、

将来人口としてはどういう見通しか。事業期間としては１３年くらいで完了だが。 

 

【建設部河川砂防課】 

 将来の人口推移予測に対する便益変動について、算出は行っていない。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○全員評価地区 

 

【建設部河川砂防課】 

調書番号 

「08-05 広域河川改修事業費 月寒川」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 審 議 》 

 

【山本委員】 

 既存の堤防を改修するというのではなく、堤防を新しく作る場所もあるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 部分的にある。 

 

【山本委員】 

例えば堤防を新設せず、掘削だけでは機能的にどうなのか。 

 

【建設部河川砂防課】 
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 計画している洪水の水位である計画高水位を設定したときに、堤防がないと溢れてし

まうということになる。大きく掘削して計画高水位を下げるという方法もあるが、バラ

ンスを考えて、掘削と築堤、両方実施することを考えている。 

 

【山本委員】 

 堤防を作ると用地補償費がかかるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 上流側にかかるところもある。 

 

【中津川委員】 

 今の話の関係で、現地を見て、川沿いに家が建っているところも結構あったが、そこ

は本当に用地買収がうまく円滑に進むのか。時間的にも或いは費用的にも。 

 

【建設部河川砂防課】 

 事業実施前には全ての方に了解は取っていない。事業を進める中で説明しながら了解

を得ていくが、用地補償が比較的上流にあるため時間があり、下流側はそのような問題

なく工事できる。 

 

【中津川委員】 

 さらに時間がかかる可能性はあるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 用地補償でうまくいかないと工期を少し延ばすことはある。 

 

【内田副委員長】 

 ２０年という工事の長さは、やはりそうした不透明なところがあるものなのか、もし

くは予算が付きづらいからなのか。２０年は工事期間として妥当か。直線で２．２キロ

くらいでも、やはり２０年かかるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 年間３億円くらいのペースでしか予算が付かない想定をしており、２０年となる。 

 

【内田副委員長】 

 予算制約があってこの期間ということなのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【中津川委員】 

 最初は集中的に事業を実施する等、メリハリを付けてできないのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 問題がないところは、予算が多く付く時期も当然あるかと思われるので、そうした際

にはなるべく早く進捗を図るようにしていく。 

 

【中津川委員】 

 暫定整備は実施するのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 暫定整備を行なっている河川も多いが、この河川は、工事の内容自体が大きなもので

はないので、完成断面で実施することを考えている。 

 

【中津川委員】 

 重要な都市部の危ないところで２０年もかかることはよろしくないと思う。 

 

【野呂委員】 

 護岸工が一番、費用がかかっていると思うが、これはやはり市街地で護岸することに

起因しての他の地域と違った予算のかけ方や時間のかかり方はあるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 断面を見てもらうと、ここは河岸が立っている形で、全て護岸が必要なため、費用が

大きくかかっている。 

 

【山本委員】 

 ここは特別な魚類等はいるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 魚はいるが、特別珍しいものはいない。 

 

【山本委員】 

 以前から落差工はあるのか。 
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【建設部河川砂防課】 

 ある。 

 

【山本委員】 

 そこにも魚道があるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 ない。 

 

【山本委員】 

ないのにどうして魚道を設置するのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今回の改修で落差工を改築したときに合わせて、魚道を作る。 

 

【山本委員】 

 今、魚道がないなら、いらないのではないか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 河川環境をより良くするために必要と考えている。魚は、魚種で言うと、サクラマス

等がいる。 

 

【山本委員】 

 今、魚道がなくても生息しているのに、なぜ魚道をつける必要があるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 落差工があると、生息環境としては限られる範囲になるが、魚道を付けることによっ

て広い生息環境にすることができる。河川工事を実施するときには環境にも配慮すると

いうことになっているので、可能な限り生物の生息環境に配慮した形で工事を進めてい

きたいと思っている。 

 

【山本委員】 

 では落差工をなくせば良いのでは。 

 

【建設部河川砂防課】 
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 落差工をなくす箇所もあるが、落差工をなくすと河床の勾配が急になってしまい、流

速も早くなり、洪水のとき危険になってしまうので、なるべく緩くしたいということも

あり、落差工はやむなく入れているところもある。 

 

【玉堀委員】 

 現地に行ったが、思った以上に住宅が建て込んでいるということと、住民が夏などに

親水、水と楽しく暮らす環境も作っているところも見せていただいたので、その環境整

備という点で、なるべく魚も生息できる環境にする、親水という面。それと防災という

面で、これは重点的にやらなければいけないというところで進めることが妥当かと思う。

安全面から考えると、やはりなるべく早めに進めていくと良いと思う。 

 

【中津川委員】 

 下流から整備していくと思うが、平成２６年９月に浸水した箇所については、すぐに

実施できるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 浸水した箇所は下流の方である。 

 

【中津川委員】 

 数年で浸水を防げるようになる。 

 

【建設部河川砂防課】 

 解消できると考えている。 

 

《 当該地区の対処方針 》 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○中津川委員担当地区（専決地区） 

 

【建設部河川砂防課】 

調書番号 

「08-06 広域河川改修事業費 古丹別川（上流工区）」 

「08-07 広域河川改修事業費 ピウカ川」 
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（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 議 》 

 

【中津川委員】（補足説明） 

 ２地区とも、近年の大雨による洪水災害を受けての河川整備事業ということで、いず

れもそういう意味では妥当であると私としては判断した。 

 ただ、１件目の古丹別川、これは、かなり市街地というより中山間地の山の中の畑を

守るという事業で、そのような災害が起こらなければ認められないのかと感じた。専決

地区ということで私としては妥当という判断をさせていただいたが、このような河川は

これからもあると思われるが、どう考えれば良いのかということを、皆様から意見を頂

戴したいと思っている。繰り返しになるが、ここは２６年と２８年の２回に渡って立て

続けに被害にあっているので、地元としては切実な想いを持っていると思うので、認め

ていただきたいという気がする。 

 ２件目のピウカ川は、これは本当に生々しい平成２８年のあの災害で被害を受けて、

浸水被害もあったということで、それからその被災している家屋が多いということで、

また、Ｂ／Ｃも４．１６とかなり高いというところで、これはかなり妥当性があるので

はないかと判断させていただいた。 

 

【玉堀委員】 

 ピウカ川だが、橋梁が１７橋あるが、１７は、どうしても必要な橋の数なのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 橋については今ある橋が１７橋で、まだ管理者と協議していないので、できるだけ数

を減らすように協議したいと思っている。 

 

【玉堀委員】 

 現橋よりも減らすことをお願いしたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

 極力減らす方向で考えている。 

 

【中津川委員】 

 少々補足させていただくと、ピウカ川は、私はこのような場所は用地買収をして遊水

地を作って安全度を向上させた方がいいのではないかなと思ったが、地元がかなり土地

を買収するということに反対しているという事情があり、もしかすると遊水地の方が安
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価かもしれないが、地元の事情で河道掘削を選択せざるを得なかったということでよろ

しいか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 古丹別川だが、平成２８年の浸水の実績で、図を見ると若干国道にもかかっている気

がしたが、国道にも浸水被害はあったのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 浸水被害があり、通行止めになっている。 

 

【野呂委員】 

 農地だけの問題だけではない。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。農地だけではなく、道路も浸水被害がある。 

 

【野呂委員】 

 遊水地は、普段はどうなるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 整備した後は、空き地となる。 

 

【野呂委員】 

 今は農地なのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今は農地として使われている土地。 

 

【野呂委員】 

 国道２３９号は留萌方面に向かっており、上富良野方面に唯一繋がるところでもある

ので、このような箇所が通行止めになることは問題が多いと思う。 

 

【野呂委員】 
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 ピウカ川だが、真ん中の部分は特に整備されておらず、下流と上流だけで良いという

ことで、上流だけ整備されても、真ん中の方に負荷がかかるということはないというこ

とは確認されているのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【山本委員】 

 １つお願いがある。遊水地内にできる空間を農地利用できるようにしていただきたい。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今は買収して河川敷地にすることで考えているが、概要図の横断図にあるとおり掘り

下げてしまうと、下に岩盤が出てくる状況のようで、農地としては使えない。 

 

【山本委員】 

 わかりました。 

 

【中津川委員】 

 ただ空き地にしておくのではなく、有効活用はやはり考えるべき。 

 

【建設部河川砂防課】 

 なるべく有効活用できるように、地元の方と検討する。 

  

【中津川委員】 

 費用をかけて整備するのだから、少し地域のために何かあると良い。 

 

【建設部河川砂防課】 

 はい。 

 

【横田委員長】 

 古丹別川は、上流区間の事業は今年度に終わるということか。この概要図で見るとど

こまでが終わることになるのか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 赤で旗揚げした箇所。今回の計画区間の終点までが、今年度の事業が終わる予定区間。 
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【横田委員長】 

 これは、繋がっているが別事業になるということか。 

  

【建設部河川砂防課】 

 別事業で実施する。 

 

【横田委員長】 

 こういうときのＢ／Ｃは、完了した事業はカウントしないで、新しい事業だけで計算

するということか。 

 

【建設部河川砂防課】 

 今回の改修分の効果ということで算出している。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該２地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○玉堀委員担当地区（専決地区） 

 

【建設部住宅課】 

調書番号 

「08-10 道営住宅建設費 神楽岡」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 議 》 

 

【玉堀委員】（補足説明） 

 住宅の建て替えについては問題性は感じない。逆に、生活の基盤であるから、生活の

ストレス等がないことが一番健康の元であり、そうすると、長く暮らして、健康であれ

ば医療費削減にもなり、本人も幸せな人生を送れる。建ててから４０年以上も過ぎた家

というのは、窓一つとっても非常に古いため、綺麗なところでストレスなく暮らすとい

う面で、早急に、３年の事業期間に進めていただきたいということで、賛成が強い。 

 

【山本委員】 
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 倍率が１５倍と説明していたが、そうであればより多くの人が入れるようにすべきで

あると思うが、現況戸数よりも計画戸数は減っている。３分の２になっているが、１５

倍が２０何倍かにならないか。 

 

【建設部住宅課】 

 空き住戸が出た場合に新しい入戸者の募集をするということで、１戸退去し部屋が空

いた時に１世帯募集し、そこに１５世帯の応募があるということが１５倍になる。空い

た住戸に対して倍率が何倍というのが出るが、今回は建て替えということで、現在対象

戸数の３棟に住んでいる方の世帯を住み替えさせる新しい住戸を建てるという形にな

っている。 

 

【山本委員】 

そうすると、９６戸のうち６０戸しか使われていないということか。 

 

【建設部住宅課】 

 現時点で７１世帯入居しており、その方の住み替えという形で考えている。 

 

【玉堀委員】 

 人口減少に向かっているので、一途に今ある枠を維持する意味はないと私は思う。 

 

【山本委員】 

 子育て支援住宅は、今は設定されていないのか。 

 

【建設部住宅課】 

 今住んでいる世帯ではなく、新規で子育て支援の方を入れるための住戸を１０戸程度

整備する。６０戸のうち１０戸程度。住み替えで今ある３棟に残っている方で今の地域

に住み替える方が５０世帯。他の団地に住み替える方もいる。 

 

【山本委員】 

 ７１戸のうち５０戸がここに残り、１０戸は子育て支援専用にするということか。わ

かりました。 

 

【野呂委員】 

 建て替えをするときは、今住んでいる方たちが優先的に入れるようになっているのか。 

 

【建設部住宅課】 
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 はい。 

 

【野呂委員】 

 代替案の検討だが、建て替えする土地の有効活用の観点、今後有効活用する予定は、

今実際に計画が進んでいるのか。 

 

【建設部住宅課】 

 建て替えした後の跡地には、次の建て替え予定の団地があるので、その団地の方が今

後、新しく建てて住み替える予定をしている。 

 市内には他の団地もあり、そちらも老朽化しているため、その建て替えの敷地として

検討しているところ。 

 

【野呂委員】 

 その老朽化した団地を無くして、空き地のところに集約させるということか。 

 

【建設部住宅課】 

 はい。 

 

【野呂委員】 

 緑地等を作るイメージがあった。 

 

【建設部住宅課】 

 隙間には緑地などの整備をするが、大きく空いているところには、また新しい住戸を

建てる。 

 

【庄子委員】 

 昨年の江別市の団地の事前評価でもあったが、一連の建て替えの流れを説明していた

だかないと、ここだけ切り出して建て替えて、総合的にこれが一番優位であるというこ

とでは説明になっていないような気がするので、全体の流れを説明していただく方がい

いと思う。 

 連続的に、こちらに配置してその間に建て替え、今度はこちらにし、空いたところに

また建て替えるという話の流れがないと、効率的だとここだけ切り出されて言われても

理解できない。 

 

【建設部住宅課】 

 評価調書の効率性ということについては、この敷地において改善するよりも建て替え
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した方が効果が高い。 

 

【庄子委員】 

 ここだけのことか。 

 

【建設部住宅課】 

 はい。建て替えか改善かの検討ということで、この３番の代替案の検討ということに

関しては、この敷地においてどうしたら一番効果的なのかということで検討している。 

 

【庄子委員】 

 先程の他の団地の話は。 

 

【建設部住宅課】 

 南側の部分が空くので、そこを建て替え用地として検討している。 

 

【庄子委員】 

 建て替え用地とはどういうことか。 

 

【建設部住宅課】 

 建て替えなければならない老朽化した他団地があるが、そこは現地にスペースがない

ので、場所が近い、今、除却して空くスペースに新しい住戸を建ててから移っていただ

くという流れを、この空いた場所については考えている。 

 

【庄子委員】 

 そういう説明をしていただかないとわからない。これはここで効率的かもしれないが、

他団地の計画も入っている。そこが空いたから他団地が入ってくるという予定で全計画

が立っているのか。 

 

【建設部住宅課】 

 この事業評価に関しては、この団地の中での計画。 

 

【庄子委員】 

 それはわかるが、全体的な流れとして、ここでどういう団地がありどういう流れにな

り、建て替えをしようとしているかという説明がないと、よくわからないというのが、

実は昨年の江別の時も同じような形だったので説明していただきたかった。 
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【建設部住宅課】 

 以前、同じ神楽岡地区の建て替えで大規模事業評価を受け、事業概要図の駅周辺の「で

あえーる宮下東団地」に建替えるという形で、地域再編型整備としていた。その際、入

居者からの要望でその地域に住み続けたいという方も多くいたため、そういったニーズ

を踏まえた現地建て替えということで、今回の建て替え対象の３棟を現地に２棟にして

建て替えを行なうという流れ。 

 

【山本委員】 

 今の話でふと思ったのだが、宮下東団地に移った後に、元々の場所に住み続けたいと

いう意見があったため、ここに新しいものを２つ建てたということか。それは最初の段

階で住んでいる人の意見を聞いていないということか。 

 

【建設部住宅課】 

 最初の段階では聞いている。 

 

【山本委員】 

 聞いているならなぜ、そこに住み続けたいという意見があったからそこに２棟作った

という説明になるのか。 

 

【建設部住宅課】 

 今回、除却する住棟の方にもどちらに住みたいか要望を聞き、その需要の戸数を整理

し、新建設の方で何戸が本当に必要かという確認をしているので、動かすたびごとに元

の入居者の方にはどこに住みたいかを確認してから建て替えの戸数を決めている。 

 

【山本委員】 

 全体的なプランとしては、ないということか。その都度その都度動かしているから。 

 今度その団地がなくなるが、そこの人たちが移りたくないと言ったら移らないのか。 

 

【建設部住宅課】 

 同じ地区の北側にある団地は既に全面改善しており、残りたいという方はそちらに住

み替えていただく。また、駅前周辺に住み替えたいという方は、「であえーる宮下東団

地」に移っていただき、入居者の希望はできるだけ反映するようにはしている。 

 

【玉堀委員】 

 限られた建物の中だけでやりくりしているわけではない。何棟かあるところで２棟壊

すとなれば、他にまだ空いているところも何棟かあるので、私たちは新しいところに行
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きたくない、ここに住みたいと言われれば、ここを壊す時にその壊される方に入ってい

る人たちは既存の空いているところに移ってもらったりしているという説明。 

 

【山本委員】 

 中での入れ替わりもあるということか。 

 

【玉堀委員】 

 そういうこと。先程の話では、宮下に行きたいという人は、宮下に行くが、元々その

神楽岡にいた人たちで残りたい人たちは、ここの地区にある違う建物の中の空きのある

ところに入れる。そういう繰り返しをしているみたいだ。だからまるっきり本人たちの

意思を無視しているということではない。 

 

【山本委員】 

 だが逆もある。公益的なものなのに、本人たちの意見をそこまで聞かなければいけな

いのか。 

 

【建設部住宅課】 

 建物が老朽化したので建て替えることは、大家としては建て替え事業をしなければい

けないものであるから、その建て替えをするに当たり、いろいろな選択肢を示し、駅前

にもし行きたいという方がいれば駅前、違う場所に空いている住戸があればそこに移り

たいという、そういう希望を聞きながら、新しく作る戸数を検討していったということ

になる。 

 

【山本委員】 

 大家という考え。わかりました。 

 

【中津川委員】 

 事業概要で、現況が９６戸あり、そのうち７１戸入居されている。計画では６０戸に

なるから、１１戸くらい溢れる。 

 

【建設部住宅課】 

 それが、先程申しました、「であえーる宮下東団地」に１５世帯住み替えていただく

ことになっている。 

 

【中津川委員】 

 要するに、先程から議論しているが、全体的な需要と供給がどのようになっているの
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か評価調書で見えない。これだけ見ると、出て行ってもらうのかと思う。 

 

【玉堀委員】 

 建物自体としては、人口の増減に合わせて縮小していくということは、相対的には変

わらない。 

 

【中津川委員】 

 そういうことだが、これだけ見てもわからない。 

 

【玉堀委員】 

 部分的な説明だけでは理解しがたい。だが、冷たく退去しなさいとは言っていない。 

 

【横田委員長】 

 事業効果のことで２、３聞きたいが、経済効果及び費用は７０年間で計算するのか。

現実的には４０年で老朽化して建て替えると言っているので、７０年では便益が増えて

いる。実態とは乖離した計算をしているのではないか。法律で決まっていると言われれ

ばそうだが、その辺りはどう考えているか。 

 

【建設部住宅課】 

 法律で定められた耐用年数が、今回のＲＣ造だと７０年。 

 

【横田委員長】 

 財務省だと６０年や４０何年。 

 

【建設部住宅課】 

 公営住宅法では７０年で、そのうち２分の１を経過すると、改善なのか建て替えなの

かという手法を選べるという形になる。 

 

【玉堀委員】 

 旭川の厳しい自然では傷んでくる。 

 

【横田委員長】 

 ７０年間住宅を使う割には維持管理費は８５００万なのか。これも何か決まりがあっ

て計算されていると思うが、実態にあっているのか。 

 

【建設部住宅課】 
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 指定管理者に修繕等を委託し、その金額をトータルするとこの金額になる。 

 それ以外に、長寿命化改善という大規模な改善工事が入ると、またそうした工事費が

加わってくるが、この費用は普通の入退去の修繕。 

 

【横田委員長】 

 ４％で目減りしているとしても８５００万はあまりにも実態とは離れている気がす

る。 

便益の計算に家賃収入は考えないのか。 

 

【建設部住宅課】 

 考える。 

 

【横田委員長】 

 それは、居住水準向上効果の中に家賃は入っているのか。 

 

【建設部住宅課】 

 はい。民間家賃と公営住宅の家賃の差額分がこの居住水準向上効果と捉えて計算して

いる。 

 

【横田委員長】 

 特別会計ではないということか。家賃収入が何に使われているかという。 

 

【建設部住宅課】 

 市場家賃と、公営住宅の家賃の差。 

 

【横田委員長】 

 Ｂ／Ｃが１に近くなるように家賃を設定するということか。 

 

【建設部住宅課】 

 そのようなことではない。 

 

【横田委員長】 

 家賃の設定であれば便益の値が膨らんだり縮まったりするので、意図的にＢ／Ｃを作

れる感じにはなる。 

 

【建設部住宅課】 



46 

 

 公営住宅の家賃は算定して、徴収している。 

 

【内田副委員長】 

 通常、修繕はマンションに入ったら１０何年に１回は行なうが、その費用が見込まれ

ていなくて、やはり７０年というのは実態とかけ離れていると私も思う。また、市場価

格と実勢価格の差で便益を作っているのであれば、便益はいくらでも大きくできる。公

営住宅の家賃をゼロにしたら最大便益となるが、そこの決め方はあるのか。 

 

【建設部住宅課】 

 国の公営住宅のＢ／Ｃを出す評価の基準があり、それに基づいて計算している。 

 それが、市場家賃という、周辺の市場でいくと民間の賃貸住宅がこれぐらいの広さで

どれくらいの家賃になるかということを市場で調べ、その単価と、今回の公営住宅で整

備する家賃、それとの差額というのが、本来でいけば低額所得者の方は１５万とかいう

家賃を払わないと入れないものがもう少し安い家賃で入れると、その差額が居住水準向

上効果ととらえる計算式となっている。 

 

【内田副委員長】 

 Ｂ／Ｃが１．０５になるような微妙な家賃の設定をされているように思える。 

 

【建設部住宅課】 

 算定方法があるので、そのとおりにしている。 

 

【内田副委員長】 

 それはわかるが、それを聞きたい。マニュアルどおりにやっていれば、便益どおりに

やっているかチェックする場ではないので。 

 

【中津川委員】 

 維持管理費は、住民が払う分はないのか。あくまでこれは基本的な負担の分で、住民

は修繕費払っていないのか。 

 

【建設部住宅課】 

 住民の修繕費は家賃の中に含まれている。 

 

【中津川委員】 

 マンションであれば修繕費を負担する。 
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【建設部住宅課】 

 国の補助制度で修繕を実施している。 

 

【中津川委員】 

 ８５００万というのはどういった費用か。 

  

【建設部住宅課】 

 何かあったときの修繕費。 

 

【山本委員】 

 何か起きない限りは修繕しないのか。 

 

【建設部住宅課】 

 長寿命化改善や、計画的なものは耐用年数が半分きたくらいに外壁改修を全面的にす

ることや居住性を向上するための中の改修等は行っている。 

 

【山本委員】 

 だがそれは維持管理費には入ってきていない。 

 

【建設部住宅課】 

 この最初の算定の中では入れていない。 

 

【山本委員】 

 入るのではないか。 

 

【建設部住宅課】 

 費用の内訳は、今回の事業費の２０億円と毎年かかる維持管理費を７０年分積んだも

の。 

 

【山本委員】 

 これは住宅だが、たとえば、農業の水路等は３０年、排水路は３０年や５０年。途中

で改修する場合は維持管理費の中でそれも含めて費用を計算している。住宅は考え方が

別なのか。 

 

【建設部住宅課】 

 はい。この費用の内訳の中には、見込まれる改善はどういう改善をするか、今の段階



48 

 

では確実に長寿命化するかわからないので、確実に必要な費用ということで維持管理費

を積んでいる。 

 

【山本委員】 

 マニュアルどおりでいいが、実際これはおかしいと思う。 

 

【建設部住宅課】 

 最低限の建設費のコストを入れているということで、これから起きるどういう改善を

していくかということは地域により違い、傷み具合によっても違ってくるので、今、想

定して入れるということはしていなかった。 

 

【内田副委員長】 

 家賃で負担している部分で相殺させているので計算に入れていないのであればわか

る。 

 

【建設部住宅課】 

 国からの補助制度があり、工事費の２分の１を補助金でもらい改善工事をする。 

 

【内田副委員長】 

 そのコストはマニュアルに入っているはずだと思う。 

 

【建設部住宅課】 

 今までの中では、算定するものはない。耐用年数の２分の１を経過した時点で、長寿

命化するかそれとも建て替えするか検討する。 

 

【山本委員】 

 事業によってどうしてそこまで違うのか。住宅の場合は費用に含む選択性があり、道

路や農業はその選択性はなくて最初から維持管理費に入っている。 

 

【中津川委員】 

 ７０年というのは、住宅は全て７０年なのか。 

 

【建設部住宅課】 

 公営住宅では、ＲＣの構造だと７０年。 

 

【中津川委員】 
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 土木構造物は５０年。 

 

【建設部建設政策課】 

 耐用年数までの期間で算定する。 

 

【建設部住宅課】 

 かならずしも長寿命化するとも限らない。 

 

【建設部建設政策課】 

 国交省所管では耐用年数とは別に５０年で評価するという形もある。 

 

【野呂委員】 

 物としての耐用年数が７０年あるから、７０年で算出すると決まっているのか。 

 

【横田委員長】 

 大学の授業では７０年のうち半分経って見直すのであれば、計算は３５年。その時点

で見直して、次の事業効果で建て直すか継続するか評価する。Ｂ／Ｃは３５年で本当は

計算しないとおかしい。だがルールだと言われてしまえば、もうそれでどうしようもな

い。 

 

【横田委員長】 

 色々と細かいところはあるが、事業自体については特に問題ないと思う。 

 

【横田委員長】 

 以前にも、事業毎にＢ／Ｃの計算が全然違うため、費用便益に係る道独自の考え方を

検討した方がいいのではないかと話をしたことがある。 

 

【玉堀委員】 

 事あるごとに議論を出していくしかない。今はそのような制度なので仕方がない。 

 

【建設部建設政策課】 

 先程の道路で命の話もあったが、Ｂ／Ｃで換算できないところ、貨幣換算できにくい

ものをどう盛り込んでくるのかということもまた事業を比較する面では難しくなって

くるところ。Ｂ／Ｃだけで比較していいのかということになる。 

 

【横田委員長】 
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 Ｂ／Ｃプラス附帯的なことで比較するしかないのだろうか。 

 

 

《 農政部所管事業について審議 》 

 

○野呂委員担当地区（審議地区） 

 

【農政部 農村計画課】 

調書番号 

「06-01 農地整備事業 砂浜東第 1」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【野呂委員】 

平成 14までに一度事業を行っているが、今回、再度整備を行う点についてみなさん

で協議してもらいたいと思い審議地区とした。 

現地も見せていただいたが、軟弱地盤という土壌の悪さの中で、整備しても不等沈

下している用水路などを見て、施設の更新の必要性を感じたところ。 

 当時の技術から、水路の基礎に木杭をいれるなど軟弱地盤の対策において改善され

る点もあり、地域も ICTや空知型輪作の取り組みなど積極的、主体性をもってやって

いる地区。 

 

《 質 疑 》 

 

【山本委員】 

木杭をいれる工法が 15年前になかったわけではなく事業でやっていなかった。 

空知型輪作は、乾燥と湿潤を繰り返し、さらに沈下が進むのではないか。 

泥炭層の厚さはどれくらいか。 

 

【農政部農村計画課】 

把握していない。 

 

【山本委員】 

泥炭が分解され、沈下が進む。この地域では地下水を保つのが沈下を進めない方法

では。 

暗渠も間隔を狭く浅く入れてもいい。規準どおりもいいが地域をみていない。 
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【野呂委員】 

今まで整備し輪作を行って、不具合、またはその兆候があるか。 

 

【農政部農村計画課】 

今までそのような不具合は出ていない。泥炭地帯であるが、集中管理孔も行うこと

により、輪作体系をとっていても、大きな沈下もなく、暗渠も良好に保たれている。 

 

【中津川委員】 

 このような事例は、特異な事例なのか、泥炭地という条件ではやむを得ないのか、ま

たは全く想定出来ない事例なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

これまでの整備は 20年ぐらいを目処に繰り返して整備されてきている。 

 

【中津川委員】 

 泥炭という条件ではやむを得ないということか。 

 

【山本委員】 

 ほ場の大型化によって機械の大型化が進み、転圧されることにより排水不良となる。 

 イタチごっこになるが、地元要望なら仕方ない。 

 

【農政部農村計画課】 

経営効率化のため営農機械の大型化、圃場の規模拡大という地元要望があり、これま

で同様に機能が劣化したところについて事業で対応していきたい。 

 

【山本委員】 

 幹線用排水は道営事業でやるべきだが、暗渠は農家がやるべきだと思う。 

耐用年数未満で再整備を行っており、水田地帯は不利なのはわかっているが、どこか

で線引きが必要ではないか。 

 

【野呂委員】 

 水田と畑地では、水田事業のほうが更新時期は短いのか。 

 

【農政部農村計画課】 

水田でも粘土地帯は事業化のタイミングが違い、30 年以上経っている地区もある。

泥炭地の特徴と思われる。 
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【山本委員】 

 地目変更を行い畑として整備をしたらどうか。 

汎用田としての整備だが、永久的に畑にするコスト、水田として維持するコストはど

ちらが良いか。 

 

【農政部農村計画課】 

 畑地化は改良区からの脱退手続き等が必要となる。 

水資源があるので用水路を有効に活用したい。 

整備コストでは水田は畦畔等がある。 

 

【玉堀委員】 

私の審議地区としている西篠津南地区も同じで、年数が短くても手を入れなければだ

めな地区。野呂委員と同じ気持ちで取り上げており、共通して話していただきたい。 

 

【横田委員長】 

では、06-07も説明してください。 

 

 

○玉堀委員担当地区（審議地区） 

 

【農政部農村計画課】 

調書番号 

「06-07 農地整備事業 西篠津南」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本委員】 

 本地区のように全部パイプラインとするなら、その後の管理に手がかからず良い。 

 

【農政部農村計画課】 

 先ほどの地区も高さ的に可能なところはパイプライン化し、できないところはオープ

ンとして整備する。 

 

【野呂委員】 
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 砂浜東１地区について、全部をパイプライン化できないこと、オープン水路について

は、前歴時には主流となっていなかった木杭をいれて長く持たせる配慮をしていくこと

を聞いている。 

 

【玉堀委員】 

パイプライン化した場合、今までより耐久性は向上するのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 不等沈下等に対応していた維持管理の頻度が減ると思われる。 

 

【玉堀委員】 

いままで繰り返し整備が必要だったが、パイプラインは希望の光。 

新篠津もおいしいお米で定着しており、維持しつづけていかなくてはいままでの価

値が報われなくなくなってしまう。 

 

【農政部農村計画課】 

 新篠津村も泥炭地開発から始まっており、これまで道営だけではなくて国営事業にも

より段階的な整備を続けている。今回も必要な整備を行い、地域の農業を維持させてい

きたい考え。 

 

【玉堀委員】 

札幌に近く、野菜の供給地として十分活用出来る土地柄である。農業にお金がかかる

という批判もあるが、ここで議論することによってわかっていただくという意味はある。 

 

【中津川委員】 

無駄ではないと思うが、懸念としては同じことを繰り返すのではないかというところ。 

 

【山本委員】 

これまでの整備で沈下の傾向は収まってきている。 

 

【野呂委員】 

 10 年前には普及していなかった技術を含めて、10 年程度でだめになるようなもので

はない事業計画を作っていると思っている。 

 

【農政部農村計画課】 

今まで整備した地区で不具合はおきておらず、集中管理孔も設置し長寿命化を図っ
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ている。 

 

【山本委員】 

冬に水張りをするような新しい技術を一緒にできれば、いままで以上にもつと思う。 

 

【農政部農村計画課】 

農家の方の営農管理も含めて、長寿命化を図っていく。 

 

【中津川委員】 

 話は変わるがスマート農業のメリット、生産性向上について聞きたい。 

 

【農政部農村計画課】 

 ＧＰＳを使うことでトラクターの軌跡がわかるため、作業の重複が無くなる。 

 

【中津川委員】 

 効果のＢ（ベネフィット）に含まれているのか。 

 かかるコストはどうしているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 便益には含めていない。 

 コストについても事業計画上では見込んでいない。 

 

【中津川委員】 

 インセンティブはどうやって生まれてくるのか。 

 具体的な実施段階ではなく、理念的なものにすぎないということか。 

 

【農政部農村計画課】 

岩見沢市が先駆的に取り組んでおり、ＩＣＴ化による低コスト化等の効果というのは

別途検証しているところ。 

 

【山本委員】 

 人が乗ってなくてもできるようになるので、労働生産性は圧倒的に高まる。 

 

【中津川委員】 

 考え方はわかる。やるためには機械導入が必要だが、誰がお金を払うのか。 
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【山本委員】 

 農家の個人負担だが、大分安くなった。 

 

【中津川委員】 

黙っていても農家が導入して、やるだろうということか。 

 

【山本委員】 

 道内で１番最初に ICT の協議会を作っており、岩見沢市自体がその気運の強いとこ

ろ。 

 

【農政部農村計画課】 

岩見沢市としても GPS基地局を設置するなど行政対応をしている。 

 

【横田委員長】 

工事費の上限があるのか。B／Cが１以上なら少々コストが増えてもかまわないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

補助事業なので国の審査も受けているが、目安として 1ha 当たり 23,000 千円の基準

値がある。 

 

【横田委員長】 

 少々コストが高くても、いいものをつくっていただきたい。 

 

【山本委員】 

 泥炭地の暗渠で３０年もっているところはあるか。 

 

【農政部農村計画課】 

 １５年程前に整備した、集中管理孔を設置した疎水材型暗渠は、今のところ断面も壊

れていない。暗渠構造自体しっかりしている。昔からあった技術ではないので、何年も

つかは検証中だが、かつての状況とは大きく異なる。 

 

【山本委員】 

 同じような場所でやって古いもので１５年は大丈夫だというのが確かであるなら、過

去のものとタイプが違うから仕方がない。比べられない。 

 

【横田委員長】 
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 今回の２地区は、見直して工法が変わる可能性があるか。 

 

【農政部農村計画課】 

 機能が落ちていない疎水材タイプの暗渠と集中管理孔を合わせて整備することで、農

家の方々も含めて長寿命化に向けた取組をしていきたい。 

 

【山本委員】 

集中管理孔をつくるのか。 

集中管理孔をつけて管理すれば長持ちする。 

 

【農政部農村計画課】 

水田地帯では標準タイプの整備と考えている。 

 

【中津川委員】 

排水路等の補修費はかかるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 維持管理費はかかる。 

 

【中津川委員】 

妥当な維持管理費を見込んだ上で B／Cが１を上回っているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

 必要な維持管理費を見込んでの B／Cの算定になっている。 

現況施設を維持するためにかけていた経費は、整備することによって軽減が図られる

として事業効果を算定している。 

 

【山本委員】 

 暗渠の機能自体は今の構造でいくと４０年持たせようと思えば持つと思う。暗渠がき

くので排水がよくなり分解が進んで地盤沈下が進むが、地下水をわざと高くして分解と

沈下を抑制するなどもできる。冬場に水を張る等やっているが、地元の農業者が地域を

いかに守っていくかだと思う。強制はできないが。 

 

【農政部農村計画課】 

 これ以上沈下しないために、このような取組について助言をさせていただいている。 
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【野呂委員】 

 泥炭地でも、集中管理孔の暗渠排水はある程度長い年月を保っているし、条件の厳し

いところで頑張って色々と取り組んでいるということもある。 

 

【横田委員長】 

 この地区は附帯意見を書くとして、継続審議が必要か。妥当と認めてよいか。 

 

【玉堀委員】 

 この土地を活かしていくべきで、認めてよいと思う。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

両地区については、長寿命化に対する取組に対する意見を整理した上で、事業要望を

行うことは妥当とする。 

 

 

○野呂委員担当地区（専決地区） 

 

【農政部農村計画課】 

調書番号 

「06-02 農地整備事業 北納内 1地区」 

「06-03 農地整備事業 西南中央 2地区」 

「06-04 農地整備事業 茶志内東 2地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

 

【野呂委員】（補足説明） 

 北納内１地区については現地を確認し、大規模化の必要性を感じた。残りの２地区も

地元自身の取組も含めて問題ないと思い専決地区とした。 

 

《 質 疑 》 

 特になし 

 

《 当該地区の対処方針 》 
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【横田委員長】 

当該３地区の対象方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○玉堀委員担当地区（専決地区） 

 

【農政部 農村計画課】 

調書番号 

「06-05 農地整備事業 川端地区」 

「06-06 農地整備事業 北友南地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【玉堀委員】（補足説明） 

 両地区とも農作物については自信を持って作っているという印象を与えてくれる。由

仁の減農薬米や雨竜町のメロンやお米など定着しているので、これを順調に伸ばしてい

くためにこの事業を推進してほしい。 

 

《 質 疑 》 

 特になし 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該２地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○中津川委員担当地区（専決地区） 

 

【農政部農村計画課】 

調書番号 

「06-08 農地整備事業 二股第 2南地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【中津川委員】（補足説明） 

地域ブランド米オロロン米として生産拡大の取組を行って海外販路拡大を進めてい

るというところに非常に惹かれた。意欲のあるところを大切にしたいという思いで、妥
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当であると判断した。 

 

《 質 疑 》 

 特になし 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○中津川委員担当地区（審議地区） 

 

【農政部農村計画課】 

調書番号 

「06-16 中山間地域総合整備事業 浦河西部地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【山本委員】 

整備しているのは全部採草地ですか？ 

 

【農政部農村計画課】 

採草地になるところだけ整備しています。 

今までも軽種馬を放牧するところは柵で囲っていますが、軽種馬生産を縮小し、牧草

を生産して販売する草地の整備を行うということがこの地区の特徴となっております。 

 

【野呂委員】 

牧草地や採草地を畑作と記載されているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

牧草地など、草地については、畑地という整理しています。 

 

【野呂委員】 

アウトカムの中で牧草の収量を増やすということで、この地域は馬があってという説
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明があったが、必要性とか緊急性、優先性といったところに、説明内容が記載されてい

ないので、もっと、牧草が必要、あるいは馬の存在などについて記載し、そこから本地

区の整備の必要性を記載するべきと考える。 

基本はここに書かれている整備対象は採草地で、採草地の整備を今進めるということ。 

 

【山本委員】 

用水路整備は必要か。 

 

【農政部農村計画課】 

この地域の農産物は水稲と牧草が中心なので、今回の整備構想にあたって中山間地域

の活性化を図るための総合事業を実施するということで、様々な整備ができる中で、水

路の整備もこの地域にとって大変重要なことだと考えます。 

 

【山本委員】 

受益面積の区画整備をするのは全部、元放牧地か。 

 

【農政部農村計画課】 

現況、採草地及び整備後、採草地となる放牧地です。 

 

【山本委員】 

放牧採草地。それとは直接関係ないが用水路と排水路も整備が必要か。 

 

【農政部農村計画課】 

一部水田の、転作としてもやっていたりするので、水田もあるそうです。 

 

【野呂委員】 

今後水田として使う場所もあると。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

牧草地のところは説明を加えていただくということで、よろしいですか。 

当該地区の対象方針としては、「事業要望を行う事は妥当」とする。 

 

 

○山本委員担当地区（審議地区） 
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【農政部農村計画課】 

 調書番号 

「06-09 農地整備事業 幌加内北部地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【山本委員】（補足説明） 

当地区を審議地区としたのは、事業の実施・未実施で農地利用集積率があまり変わら

ない点と B/Cが 1.14と低い点を全体で審議していただくため。 

 

《 質 疑 》 

 

【玉堀委員】 

農地利用集積率について、本地区は事業実施時の減少率が小さいが、離農志向が小さ 

いということか。 

 

【農政部農村計画課】 

担い手農地利用集積率は担い手の年齢構成や後継者の方の有無等から全地区一律の 

指標を用いて算出しており、この地区では、たまたま小さくなった。それも踏まえ、本

地区のアウトカムには別の指標も記載することとした。 

 

【中津川委員】 

幌加内のそばには高いブランド価値があると認識している。地域として振興等の取り 

組みはあるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

幌加内町全体の取り組みとして、官民一体となって蕎麦活性化協議会を組織し、そば 

を用いた地域振興に取り組んでおり、蕎麦打ち等の人材育成やそばの花を観光資源とす

る取り組みを行っているほか、そばを用いた新商品の開発を行っている。 

農業者も、事業の実施により営農に係る時間が短縮されることで、これらの取り組み

に係る時間が捻出できるようになるため、アウトカムとして記載した。 

 

【中津川委員】 

基盤整備事業の実施は長期的に影響を与えるものであり、事業実施後、長く地域を維

持していけるのかどうかが非常に重要。B/Cの高い低いだけで評価するのではなく、本

地区のように地域の意欲があり、長く維持されるというのはとても良いことだと思う。 
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【野呂委員】 

他地区と比べ、本地区で事業を実施しなかった場合の担い手農地利用集積率の低下が

小さい理由は。 

 

【農政部農村計画課】 

北海道立総合研究機構農業研究本部農業試験場により、農業者の年齢や跡継ぎの有無

等の要因を総合的に勘案し、将来の農家戸数の推計が行われている。幌加内は跡継ぎや

若い農業者が多いことから、計算上、事業を実施しなかった場合の担い手農地利用集積

率の低下は小さくなっている。 

 

【野呂委員】 

幌加内はそばのイメージがあり、ブランドとしても全国区だと思うが、そばは単価が

低く、費用対効果算定上ベネフィットが小さくなっている。そば以外に地域で振興して

いる、評価できる農作物はないか。 

 

【農政部農村計画課】 

ばれいしょや豆類を試験的に導入する農業者もおり、結果が良ければ今後作付けの増

大につながる可能性はある。ただ、現時点では評価はできないと考え、ベネフィットに

は加えていない。 

 

【中津川委員】 

間接的な効果をベネフィットで表すのは難しいと思うが、ブランド価値があることで

観光客が増える等の効果はあるか。 

 

【農政部農村計画課】 

ベネフィットには表していないが、幌加内町で開催されるそば祭りには人口の何十倍

もの観光客が訪れており、そばを題材とした町興しとして非常に成功している。 

基盤整備の側面から見た場合、排水改良を行うことで、湿害に弱いそばの生産の一助

となり、地域の底支えとなりたいと思っているところ。 

 

【内田副委員長】 

担い手農地利用集積率について、現状 92.1％の集積率が、事業実施後は 95.9％とな 

っている。 

事業を実施すると同じ年齢でも離農しなくなるということか。 
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【農政部農村計画課】 

事業の有無にかかわらず自然的に高齢等による離農者はいる。その離農者の農地が未

整備ならば引き受け手が現れず、集積が進まないと考える。 

 

【横田委員長】 

担い手農地利用集積率を高い水準で維持するのは大変なものと認識した。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

当該地区の対象方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○山本委員担当地区（専決地区） 

 

【農政部農村計画課】 

 調書番号 

「06-10 農地整備事業 田中第 2地区」 

「06-11 農地整備事業 清里第 2地区」 

「06-13 農地整備事業 糠内第 3地区」 

「06-14 農地整備事業 本別 2地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【山本委員】（補足説明） 

専決地区のポイントとして事業着手の意義、必要性、工種の適切性、十分なアウトカ 

ムの見込み、事業費の妥当性を確認した。 

なお、専決地区における事業の目的は、共通して、生産性の向上、農地集積、食の安 

全保障となっている。 

 

田中第２地区では地形地質的な排水不良、傾斜、石礫などの課題や、担い手問題を抱 

えている地区。これらに対処する工事として、区画整理とあわせ暗渠排水や客土、除礫

を行うことで、土地生産性、労働生産性の向上が考えられることから、要望を行うこと

は妥当と判断した。 

 

清里第２地区は、田中第２地区と同じ斜網地域に位置しており、重粘土や火山灰土に 

よる排水不良が起こりやすく、石礫も多いことから、事業工種は適切と判断した。また、
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アウトカムの担い手農地利用集積率も 100％に近づくことから、事業の実施による生産

性の向上も認められ、要望を行うことは妥当と判断した。 

 

糠内第３地区は田中第２地区、清里第２地区と同様の課題に加え、排水路の老朽化に 

よるほ場内の湛水、農道の老朽化による輸送農作物の荷痛みが発生していることから、

区画整理等に加え、排水路及び農道の整備が有効と判断した。なお、農道の整備につい

ては、地区受益農家の約 1/3が農道の受益農家であることから、公共事業として扱うべ

きものと判断した。以上より、要望を行うことは妥当と判断した。 

 

本別２地区も田中第２地区、清里第２地区と同様の整備を必要とする地区だが、特徴 

的なのは、現在 99.4％ある担い手農地利用集積率が、事業を実施しなければ 69.5％ま

で低下する点であり、区画整理の実施による経営規模の拡大と農地集積の必要性を強く

感じた。また、あわせて行われる暗渠排水、除礫により生産性の向上が図られることか

ら、要望を行うことは妥当と判断した。 

 

《 質 疑 》 

 特になし 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該４地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○内田副委員長担当地区（専決地区） 

 

【農政部農村計画課】 

 調書番号 

「06-12 農地整備事業 札内川右岸北部地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【内田副委員長】（補足説明） 

札内川右岸北部地区では、区画整理等とあわせ農道 4,717mの整備を行うことで、農 

家の営農や作物輸送等に係る時間が節減される。また、一般交通にも資することから公

共性が高い。地区の B/C は 2.03 であり、投資効率性は極めて高い。これより、要望を

行うことは妥当と判断した。 
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《 質 疑 》 

 特になし 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○内田副委員長担当地区（審議地区） 

 

【農政部農村計画課】 

 調書番号 

「06-18 草地畜産基盤整備事業 ふらの地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【内田副委員長】（補足説明） 

この地区は、現地調査を実施した。 

この事業はもう 1 地区後の北清水円山地区に比べて単位面積あたりの費用が高くな

っているのが気になった。 

調書の後ろの計画図の右上の方に公共牧場があり、その周辺の農家の草地も一体的に

整備するということだが、公共牧場から離れている農家の草地は 60km くらい離れてい

て、このように点在しているところは、工事をしようとすると、重機などの運搬費や交

通規制、周辺道路に迷惑をかける外部効果などから事業費が高くなっていると思った。 

審議にあげたのはこの点在箇所で見ると 50 工区くらいあって、それの追加的費用を

計算されているが、マニュアルでやっているような追加的費用で収まらないのではとい

うことを危惧して、要望するのは妥当だとは思うが、付帯意見をつけたいと思っており

ます。 

以上です。審議よろしくお願いします。 

 

《 質 疑 》 

 

【横田委員長】 

 B／C に使っているコストが 2,446 百万円ですけど、これ事業費より高くなっている

いというのはどういう理由ですか。 
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【農政部農村計画課】 

評価期間内に耐用年数がつきて、再整備する費用を計上しているためです。 

 

【横田委員長】 

それはどれを計上していますか。 

 

【農政部農村計画課】 

家畜保護施設だとか飼料調製貯蔵施設だとか管理棟など、評価期間の 40 年のなかで

再整備時期がくるものを計上しています。 

 

【横田委員長】 

そうですか。 

 

【農政部農村計画課】 

牧場用機械施設整備などの耐用年数が短いものは何回も再整備が必要となります。 

 

【横田委員長】 

その割には、そんなにコスト上がってないっていうのは割引率ということですか。 

 

【農政部農村計画課】 

現在価値化しているからです。 

 

【横田委員長】 

それから、コストに測量設計費は入れなくていいですか。 

 

【農政部農村計画課】 

調書の事業費の内訳欄では、測量設計費をわけて記載していますが、B／C 欄のコス

トの方では、測量設計費を各工種に割り振っています。 

 

【横田委員長】 

そうですか。わかりました。 

 

【野呂委員】 

内田委員が言っている広域にわたるとは、複数の市町村が入っている場合と考えてい

ましたが、他のところの草地の整備も含めてやるということが一般的か。 
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【農政部農村計画課】 

公共牧場整備事業は、公共牧場の整備と併せてその利用する範囲の農家の草地も併せ

て整備するということが通常の内容です。 

広域的になっているというのは稀な地区です。 

 

【野呂委員】 

ふらの地区の公共牧場はこの 5市町村を網羅する大規模なものになるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

ふらの地域については、もともと気象条件が北海道のなかでもいいところ。水田、畑

作、野菜などの経営が行われているなかに酪農経営もあるという地域。 

そういうなかで、米の生産調整があったときに、酪農畜産が伸び、草地を確保する必

要があったが、他に水田だとか畑作で農地を利用されている地域で、草地を確保するこ

とが困難でした。 

酪農だけのそれぞれの町村別では規模が大きくないため、広域的な利用を行うという

ことで、牧場が設置され残っているもの。 

 

【玉堀委員】 

受益戸数 22戸については、どのような戸数なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

受益戸数は、公共牧場と、周辺の草地を整備する農家の戸数を合わせたもの。 

 

【玉堀委員】 

公共牧場の利用状況を見て、利用したいという人も出てくると思うが、そういうこと

はないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

公共牧場の施設の規模については、利用する頭数、受け入れる頭数によって、施設の

規模が決まる。 

事業対象の範囲の農家に、もしこういったものができたら何頭くらい預けるかという

のを積み上げて、施設規模を決めている。 

 

【玉堀委員】 

これについてはこの 22戸限定で進めていくということか。 
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【農政部農村計画課】 

農地の整備をする農家と牧場利用農家は別のもの。22 戸というのは、今回整備を行

う農家の戸数。 

公共牧場利用農家は 68戸。 

 

【横田委員長】 

他になければ付帯意見についての意見をお願いします。 

 

【内田副委員長】 

点在している場合の工事費は共通仮設費と現場管理費が増え、50 箇所も点在してい

るものに対して増える率は共通仮設費 2.53％、現場管理費だと 2.34％で、広域に点在

しているのを想定していないような気がします。あと 50工区というのを 10工区になる

っていう論理もよくわからなかった。 

本当に 8つに分けて発注するのか。 

 

【農政部 農村計画課】 

発注単位の１つとして考えたもの。 

 

【内田副委員長】 

1年に 2工事を 4年間で行い、8工事として発注する。その考えだと 10工区まで減る

考えなのか。 

 

【農政部農村計画課】 

ある程度、エリアで発注単位を考えていくことになる。 

 

【内田副委員長】 

通常、点在数より距離が離れている場合の費用は割高となるが、この考えはある程度

の想定があり、追加的費用についての式は低減するログ関数となっているが、想定して

いる範囲以上の距離があるのに、本当に２．数パーセントの分で収まるのか。 

 

【横田委員長】 

工事現場が離れている場合の共通仮設費など経費のとこだけしか考慮されてないと

いうことか。 

 

【農政部農村計画課】 
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1km以上離れている工区の数で補正している。それで率が決まる。 

 

【横田委員長】 

それはきちんとコスト管理をすべきという意見か。 

 

【農政部農村計画課】 

以前は 5km以上離れているものを考慮していたが今は 1kmで考慮している。いろんな

意見を踏まえて改善してきている。 

 

【中津川委員】 

担い手だとか、こういう公共投資をして、持続できるかどうかっていう観点では問題

にならないのか。 

 

【農政部農村計画課】 

農家戸数は減少してきている。それを補うために残っている農家が生乳生産を維持す

るため、酪農経営を行っていることから過重労働になっている。 

そうしたことが大きな課題になっている。 

 

【中津川委員】 

課題はわかるが事業を実施すると、増えるのか、維持できるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

先に審議して頂いている事業については、事業目的が担い手への農地の利用集積など

ということになっており、事業のなかで把握できているということだが公共牧場整備事

業はそのような目的となっていない。 

この事業は、参加するときに担い手かどうかという判断をしており、基本的に参加す

る農家は全員担い手となっている。 

 

【中津川委員】 

担い手がいなければやっても効果が出てこないのでは。 

 

【農政部農村計画課】 

事業としては、担い手が育成など外部委託したいことを牧場が引き受けるということ

で、そういう作業を取り除いてあげれば、そのまま担い手として維持されることとなる。 

 

【中津川委員】 
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事業を実施すると持続できると言えるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

実施しなければ、統計資料に基づくような農家戸数の減少と同じように生産性が落ち

ていくというのは推計できる。 

 

【中津川委員】 

公共事業をやればやるほど、甘えが出て世界と戦っていく農業への阻害となることが

懸念されるのではないか。 

担い手の確保や、農家として持続できるかどうかという部分の評価についてはどうし

ているのか。 

 

【農政部農村計画課】 

今この時点では検証していません。動向としては農家戸数が減っていくのはどの地域

も同じなので、それを誰かが引き継いでいくことになるので、利用集積率は上がると思

うが、事業目的はそこではないので具体的な数値はおさえていない。 

 

【横田委員長】 

議論を踏まえて、意見をつけるとして、事業要望としてはいかがでしょうか。妥当で

よろしいですか。 

 

【庄子委員】 

私の担当地区も同様な審議地区がある。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

では後でまとめることとして処理をさせていただきます。 

 

 

○内田副委員長担当地区（専決地区） 

 

【農政部農村計画課】 

 調書番号 

「06-19 草地畜産基盤整備事業 北清水円山地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 
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【内田副委員長】（補足説明） 

先ほどのものとは異なり、公共牧場のみで、それがメインになっているということ、

またそれほど点在していないということもあり、費用対効果も高いことから、妥当だと

判断した。 

 

《 質 疑 》 

 

【野呂委員】 

この図面に書かれている受益地畑というのは牧場なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

牧場です。 

 

【野呂委員】 

 ここにある牧場位置というのは、牧場の部屋みたいなのがある場所か。 

 

【農政部農村計画課】 

 色々施設がある箇所。 

例えば先ほど言った牧場で牛を受け入れたり、冬に舎飼いしたり、エサを作ったりと

いう施設がこの赤丸のところに位置している。 

 

【野呂委員】 

 主要なところ。黄色は全部公共牧場ですか。 

 

【農政部農村計画課】 

 公共牧場の敷地内です。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

○庄子委員担当地区（審議地区） 
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【農政部農村計画課】 

 調書番号 

「06-20 草地畜産基盤整備事業 中頓別地区」 

「06-21 草地畜産基盤整備事業 枝幸地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

【庄子委員】（補足説明） 

説明を最初にしてもらった時に、本当に一つの地域に一つ必要なのかということに対

し検討はされてなかったので、説明してもらった。 

一つはふらの地区の方はかなりグループでやっており、それはクラスターの単位だと

思いますが、町をまたいでいるということは普通に行われているようだということ。 

ふらの地区とは逆になりますが、農家が離散していることで距離を低く見積もる、つ

まりある距離以上離れたら加算するが、加算分を比例配分しないという話であり評価を

するとなると国費で整備する妥当性に関しても逆にわからなくなり、むしろ一緒にした

方が良いのではとも考えられる、そういう意味でも先ほどの案件（6-18）に関しては見

直すか、検討した方が良いかというのがコメントになる。 

 

《 質 疑 》 

 

【中津川委員】 

集約化したときに問題になってくるのは公共牧場までの距離だと思うが。 

一つの基準として何 kmくらいというのがあるのか。 

 

【農政部農村計画課】 

基準はありません。 

 

【中津川委員】 

では、距離を説明しているのは、どのような理由なのか。 

 

【農政部農村計画課】 

もし仮に一体的に整備した場合は運搬距離に違いが生じるので、そういったことが生

じるということの説明。 

 

【中津川委員】 

何が決め手になるのか。 
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【農政部農村計画課】 

それだけが決め手ということではなく、そういった変化が生じるという説明。 

 

【中津川委員】 

クラスターとか、そういうまとまりを決めてということか。 

 

【農政部農村計画課】 

そうした背景もあり、仮に一体的に整備したとしても、必ずしもコスト的に有利にな

らない場合もあると考えている。 

 

【横田委員長】 

目安はないから個別に判断。比較をしてどちらが良いかを判断して決めるということ

か。 

 

【野呂委員】 

おそらく、個別で整備することの妥当性として説明されていたのが、それぞれの町で

進めようとする事業構想の背景。それぞれのクラスター協議で今まで行っているとの説

明があり、ふらの地区も平均より遠いけれども一番遠いわけでもない。放牧期間や利用

料金も若干違うということが、個別で整備することの妥当性として、提案したい妥当性

なのかがわからなかったが、何をもって妥当だというふうに言いたいのか伝わってこな

かったが。 

 

【農政部農村計画課】 

何 km 以上ならダメという指標はない。そうした中で、もともとそうした機能のもの

が各町にあり、それぞれサービスがあって、今後の酪農振興を考えたときにもともとそ

ういう背景があるので、その単位で物事を考えて振興を図るということ。 

 

【野呂委員】 

まとめることによって何が問題になるのかというのをお伝えいただけないか。 

 

【農政部農村計画課】 

なかなか明確にお示しすることが難しくて、例えば利用料金の説明をしたが、中頓別

町側だけ見ると、中頓別町の設定している利用料金が枝幸町より安いわけですから、こ

れが一体的になると高くなる。さらに、移動、運搬する距離も長くなることにより、枝

幸町の方の経費も上がるかもしれないという想定はできるが。 
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【内田副委員長】 

その他で記載されている、二つの地域が一緒にできないのは、協議すればできると思

う。 

ここで言っている牛を運ぶ費用は、たぶん重機、トラックを借りる固定費みたいなも

のが決まって、それに対して距離は、そんなに効いてこないはずですよね。だから近く

てもある程度費用がかかる。牛を運ぶ費用は、当然かかるのではないか。 

固定費と変動費を分けて考えると、そういうことになる。 

 

【農政部農村計画課】 

まだそこまでの検討を行っていない。 

 

【内田副委員長】 

個別にはきちんと説明されているようだが、トータルで考えると全体の整合性はとれ

ているのか。 

 

 

【中津川委員】 

コスト縮減できる方法があるのであれば、やはりそうした手法で行うべきとの判断に

なる。そういう妥当性がきちんと説明できないならばそういうことになる。 

 

【農政部農村計画課】 

変化が生じるということの説明をした。 

 

【中津川委員】 

協議会やクラスターの運営が難しいとかであれば、そういう話をしてもらえれば、それ

はそういうこともあると思いますけれども。 

 

《 審  議 》 

【横田委員長】 

 当該地区の対象方針については、「保留」とし、後ほど審議いたします。 

 

 

○庄子委員担当地区（専決地区） 

 

【農政部農村計画課】 

 調書番号 
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「06-15 農地整備事業 名駒地区」 

「06-21 水利施設整備事業 発足・前田地区」 

（事業概要等について、資料２に基づき説明） 

 

《 質 疑 》 

 

【中津川委員】 

発足・前田地区の事業効果で、営農経費節減効果がマイナスである理由を説明願う。 

 

【農政部農村計画課】 

維持管理費節減効果と同様に、事業実施しなかった場合の想定をしており、その場合、

水管理作業がなくなると仮定をし、その費用がマイナスとなる。 

 

【中津川委員】 

わかりました。 

 

【野呂委員】 

発足・前田地区の概要図で、幹線用水路の破線部分は既設利用で、工事をしないとい

うことか。 

 

【農政部農村計画課】 

そのとおり。 

 

【野呂委員】 

破線以外の部分は更新するということか。 

 

【農政部農村計画課】 

改修となる。改修の内容も更新、一部補修かさ上げなど、一番経済的な方法を検討し

ている。 

 

【野呂委員】 

既設部分が 5年や 10年で壊れて今回の整備が無駄になることはないか。 

 

【農政部農村計画課】 

従前から、共和町の土地改良区が善良な維持管理により施設を保たせてきた経過があ

り、今後も土地改良区が管理をしていくことで、今回整備しない区間についても良好な
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状態を保っていくため、問題はない。 

 

≪ 当該地区の対処方針 ≫ 

 

【横田委員長】 

当該２地区の対処方針については、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

【横田委員長】 

以上で予定していた 34 地区については終了した。このうち、まず道路改築事業の釧

路空港インター線（仮称）については付帯意見を付けるが、事業を行うことは妥当かと

いう判断はしていないので、後ほど審議をさせていただく。 

農地整備事業経営体育成型については、長寿命化に係る検討をしていただくという付

帯意見をつけるが、事業要望を行うことは妥当でご了解をいただいた。 

草地畜産基盤整備事業草地整備型に関する意見については、こちらも保留でまだ結論

はでていないが、これも後ほど審議したいと思う。 

 

 

《 休 憩 》 

 

 

【横田委員長】 

 道路改築事業（釧路空港インター線（仮称））の審議を再開する。 

 

【建設部道路課】 

（費用対効果について説明。） 

 

【横田委員長】 

高速道路ができることによる短縮される時間は。 

 

【建設部道路課】 

新しいインターチェンジを使って高速道路を利用すると、一般道を通るより約５分早

くなる。 

 高速道路を利用することにより、一般道が空くため流れがスムーズになる。 

 

【野呂委員】 
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 国道２４０号が９００台減ることでこれだけの便益は出るのか。 

 

【建設部道路課】 

 国土交通省の費用便益分析マニュアルの原単価を使用している。 

 

【内田副委員長】 

 １分だいたい４０円弱くらい。それに交通量をかけるので。 

 

【建設部道路課】 

 例えば、１０００台かける４０円で１日、それかける３６５日、それかける５０年に

なるので、便益としては大きくなる。 

 

【建設部建設政策課】 

 山本委員のご意見で生存率１０％をどうみるかということは難しい問題。便益として

は認めているが、Ｂ／Ｃの中では考慮はしていないという回答となる。 

 

【横田委員長】 

 観光への効果以外に地元への効果なども示すということを意見に付けて、事業として

認めるということでよろしいか。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

 当該地区の対処方針については、事業の効果の記載について意見を付し、「事業要望

を行うことは妥当」とする。 

 

 

【横田委員長】 

 続いて、草地畜産基盤整備事業（ふらの地区）についてご意見ありますか。 

 

【野呂委員】 

実際に発注すると予定の事業費よりも重機の分、費用が上がるのではないかという

懸念ではないか。 

 

【農政部農村計画課】 

なるべくコストがかからないよう整備内容を精査し、可能であれば整備箇所を固め
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るなど、発注する際は積算のルールに基づいて行う。 

 

【横田委員長】 

 発注する際は、発注形態を検討するなどコスト管理に留意するという意見を付けて、

事業として認めるということでよろしいか。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

 当該地区の対処方針については、意見を付し、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

【横田委員長】 

 続いて、草地畜産基盤整備事業（中頓別地区および枝幸地区）についてご意見ありま

すか。 

 

【玉堀委員】 

将来的には、経済効率性も考えた上で広域的な設立も今後視野に入れるべきであ

る。 

 

【横田委員長】 

 将来的には広域的な設立も今後視野に入れるべきとの意見を付けて、事業として認め

るということでよろしいか。 

 

《 審 議 》 

 

【横田委員長】 

 当該地区の対処方針については、意見を付し、「事業要望を行うことは妥当」とする。 

 

 

本日議論させていただいた 34地区については全て要望を行うことは妥当ということ

で、大きく分けて 3つの事業についての付帯意見は後ほど精査する。よろしいでしょ

うか。どうもありがとうございました。 

 

閉 会 


